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Ⅰ 神奈川県立の総合職業技術校に関する条例及び神奈川県立産業技術短期大学校条例の一部を 

改正する条例関連の新旧対照表 

 

神奈川県立の総合職業技術校に関する条例（昭和54年神奈川県条例第１号）新旧対照表 

（第１条関係） 

 

 

神奈川県立産業技術短期大学校条例（平成６年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

（第２条関係）  

 

 

 

改   正 現   行  

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（入校料及び授業料の免除等） （授業料の免除等） 

第５条 知事は、特別の理由があると認められる

者については、規則で定めるところにより、入

校料及び授業料の全部若しくは一部を免除し、

又はその徴収を猶予することができる。 

第５条 知事は、特別の理由があると認められる

者については、規則で定めるところにより、授

業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴

収を猶予することができる。 

第６条～第９条 （略） 第６条～第９条 （略） 

改   正 現   行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（訓練課程及び学科） （訓練課程及び学科） 

第３条 短期大学校の訓練課程は、法第15条の７

第１項第２号に規定する高度職業訓練を行うた

めの専門課程及び専門短期課程並びに同項第１

号に規定する普通職業訓練を行うための短期課

程とする。 

第３条 短期大学校の訓練課程は、高度職業訓練

を行うための専門課程及び専門短期課程並びに

普通職業訓練を行うための短期課程とする。 

２ （略） ２ （略） 

第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 

（入学料及び授業料の免除等） （授業料の免除等） 

第８条 知事は、特別の理由があると認められる

者については、規則で定めるところにより、入

学料（聴講生から徴収するものを除く。）及び

授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその

徴収を猶予することができる。 

第８条 知事は、学業優秀であり、かつ、経済的

理由により授業料の納付が困難であると認めら

れる者その他やむを得ない事情があると認めら

れる者について、授業料の全部若しくは一部を

免除し、又はその徴収を猶予することができ

る。 

第９条～第13条 （略） 第９条～第13条 （略） 


